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昨日開催した、東京外かく環状道路（関越～東名）事業連絡調整会議（第９回）
の概要をお知らせします。
会議の概要は以下のとおりです。

＜開催日時・場所＞
令和３年９月１３日（月） １５時３０分～１６時３０分
ＷＥＢ会議にて開催

＜構成機関＞
国土交通省関東地方整備局
東京都
東日本高速道路（株）関東支社
中日本高速道路（株）東京支社

＜議事について＞
議事の概要は別紙のとおり
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国土交通省関東地方整備局、東京都、東日本高速道路(株)関東支社及び中日本高速道路
(株)東京支社の４者は、今回の事業連絡調整会議において下記の事項を確認した。

１．事業進捗状況
（１）用地等について
・R2.7～R3.8の14ヶ月間で、面積ベースの用地進捗率は91％となり残件は33件減となった。
・全体の埋蔵文化財調査進捗率は88％となった。

（２）工事について
・R2.10に発生した陥没事故を受け、シールドマシンの掘進作業を停止していること。
・大泉ＪＣＴ内で掘進作業を停止していた大泉本線（北行）および大泉ＪＣＴ Ｆランプシールド
トンネルについて、定期的にカッター回転を行うなど適切に管理を行っていたが、シールド
マシンと周辺のセメント改良地盤との固着に伴い、シールドマシンへの負荷が大きくなって
いる傾向が確認され、安全確保のための事業用地内における保全措置として、地盤改良
区間の外側までの必要最小限の掘進を行っていること。
・この保全措置は有識者委員会において取りまとめられた再発防止対策を踏まえて実施し、
地表面変位や振動・騒音等を確認するとともに、地表面に異常が生じていないか徒歩等に
よる巡回を行う等、モニタリングを強化していること。

・シールドトンネルの掘進再開前には、周辺住民に丁寧な説明を行うとともに、引き続き、陥
没箇所及びその周辺における補修や補償等について、誠意のある対応が求められている
こと。
・引き続き、国、NEXCO東日本及びNEXCO中日本は、相互協力の下、安全を第一に取り
組むとともに、沿線区市とも密に情報共有しながら対応し、また住民の不安解消のため、
周辺住民に丁寧な対応を行うこと。
・シールドマシン掘進作業以外の各ジャンクション等の工事、調査、用地買収については、
地域への影響や関係者の状況等に配慮しつつ、引き続き取り組んでいくこと。

２．陥没事故関係の状況等
（１）原因究明および再発防止対策について
１）原因究明
・有識者委員会において、特殊な地盤条件下においてカッターが回転不能になる事象（閉
塞）を解除するために行った特別な作業に起因するシールドトンネルの施工が陥没・空洞
の原因と推定されたこと。

２）再発防止対策の現況
・各事業者において再発防止対策の具体化を進めていること。

東京外かく環状道路（関越～東名）
事業連絡調整会議（第９回）結果の概要（速報）
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具体的には、
①掘進地盤に適した添加材の選定のための室内試験
②塑性流動性とチャンバー内圧力のモニタリング対応の具体検討
③排土量管理における排土率管理等、新管理項目の運用検討
④振動・騒音の緩和のため、室内試験等による抑制効果の検証

等を実施しているところ。
・今後、上記の検討結果に基づき、再発防止対策の事業者案を策定し、シールドトンネルの掘
進再開前には、有識者にその内容を確認頂いた上で、地域の皆様にもご説明していくこと。

・再発防止対策の事業者案を策定するまでには、概ね３～４ヶ月程度を要すると想定している
こと。有識者への確認については、これまでの実績では、概ね１～２ヶ月程度要していること。

・地域の要望も踏まえ、地盤の再確認のために追加ボーリングを実施する予定であり、具体的
な場所等について、地元自治体と調整していくこと。

（２）補償・補修の状況等について
１）地盤補修
・坑内からの調査の結果、今後地盤補修が必要となる範囲が、ＴＮ直上の陥没・空洞箇所周
辺約２２０ｍの範囲と確認されたこと。
・確認された今後地盤補修が必要となる範囲や、現地状況等を踏まえつつ引き続き地盤補
修方法について検討を行うこと。
・確実に地盤補修工事を行うため、地盤補修が必要となる範囲の土地所有者等関係権利者
に、仮移転または事業者による買取等のお願いをしていること。

２）補償・補修状況
・陥没箇所及びその周辺における補修や補償等について、個別の事情に合わせて補償等の
対応を行っていること。
・引き続き住民の皆様に個別に事情を丁寧にお伺いし、誠意を持って対応すること。

（３）陥没事故周辺の観測状況等について
・引き続き実施している地表面計測結果に大きな変位等がみられないこと。

３．その他
・東京都及び沿線区市からは、万全な安全対策を確実に実施するとともに、周辺住民への
丁寧な説明を求める要請があること。

・東京都より、今回の陥没事故によって得られた教訓を今後のシールド工事の設計・施工技術
の安全面等のさらなる向上に反映すべきとの意見があること。

対応状況 件数

補償対象地域の世帯数 約１,０００

家屋調査のご相談がある世帯数 約 ２５０

うち、家屋調査が完了した世帯数 約 ２４５

うち、家屋の補修等を実施中もしくは完了した世帯数 約 １７０

上記以外の実際に発生した損害に関する補償等のご相談について対応を行っている世帯数 約 ４５

補償の対応状況 （令和３年８月３１日時点）
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